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塵芥車購入仕様書 

 

１ 概要 

塵芥車（以下「車両」という。）の架装、性能及びこれらの事項について定める。 

 

２ 総則 

(1） 車両は、「道路運送車両法」「道路運送車両の保安基準」及び「日本工業規格」、労働省労働基準

局長名の通達「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」、その他の関係法令に適合し、登録手続き

の完了したものを納入する。 

(2) 納入機は納入期日１年以内に製造されたもので、新品であること。 

(3) 納入業者は、本車両の納入までに発生したいかなる事故に対してもその責任を負うものとする。 

(4) 納入後、1 年以内に欠陥によるものとみなされる事故が発生した場合には、納入業者は無償修理

を行なわなければならない。ただし、製造業者が別に定めた保証期間が１年以上にわたる場合は、

それを適用する。また、保証期間経過後であっても設計・製作・材質の不良に起因するものは、無

償交換又は修理を行うこと。この場合、交換等を要したものについては、保証期間を更に 1年間延

長するものとする。 

(5) 検査・検収は、寸法・外観・溶接・その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作確

認を行い、全般的な機能を検査する。検査に要する器具、人員等は、納入業者において準備するもの

とする。 

(6) 納入に係る手続き、費用等は納入業者の負担とする。 

(7) 契約にあっては、本仕様書をよく検討して十分熟知した上契約するものとし、契約後に生じた質

疑は全て勝浦町の解釈に従うものとする。 

(8) 契約前に知的所有権等関係法令に抵触しないことを十分確認すること。また、契約締結後に知的

所有権に起因する紛争等が生じた場合は、受注者において速やかに解決すること。 

(9) 受注者は契約締結後、この仕様書に基づき勝浦町の担当者と製作上の細部について十分打合せを

行い次の図書を A4版に編冊し勝浦町に提出して承認を受け、製作に先立ち下記内容で 2部提出する

こと。 

①製作工程表 

②車両概要図 

③ラッピングイメージ図 

④その他、発注者で指示するもの 

(10) 勝浦町は納車時に次の完成検査を実施し、不適合と認めた箇所等については、納入業者は直ちに

修繕改善の上再検査を受けるものとする。 

①外観検査（塗装検査含む） 

②取付品、付属品及び取付装置検査 

③艤装完成検査（作動試験含む） 

④走行検査 

⑤その他、勝浦町が指示する検査及び試験 
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次の関係図書等を提出すること。 

①納品書 

②車両概要図 

③シャシ取扱説明書 

④架装部分取扱説明書 

⑤自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し 

⑥予備の鍵 

⑦その他発注者で指示するもの。 

 

３ 品名 塵埃車 

 

４ 数量 １台 

 

５ 納入場所 徳島県勝浦町役場 住民課が指定する場所 

 

６ 納入期限 令和９年３月３１日（水） 

 

７ 仕様 

この車両は、一般家庭から排出される可燃性廃棄物（生ごみ等の含水物を含む。）を収集及び運搬をす

るために次のとおり仕様を定めるものとする。 

(1) 車両 

①ボディ寸法      全長 5,300mm程度、全幅 1,890mm程度、全高 2,255mm程度 

②車体色        青色若しくは同系色 

③トランスミッション  AT 

④駆動方式       二輪駆動 

⑤タイヤ        夏用タイヤ 4本 (ホイール付) 

⑥キャビン       ハイキャブ ( 定員 3名 ) 

(2) 装備・付属品（標準もしくはオプションで装備、装着ほか） 

  ①エアコン 

②AM・FMラジオ 

③フロアマット     一式 (防水) 

④ステアリング     パワーステアリング 

⑤ドアロック      集中ドアロックシステム、キーフリーシステム 

⑥パワーウィンドウ 

⑦サイドミラー     電動格納式ミラー フロント左右 

⑧シートビニール張り 

⑨ドライブレコーダー  常時録画、Gセンサー、SDカード録画機能付 

⑩バックカメラ     ルームミラータイプ 
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⑪ABS 

⑫エアバッグ      運転席、助手席 

⑬音声アラーム機能   左折時、後退時 

⑭その他        タイヤ止め、三角表示板（収納できること） 

修理キット（スペアタイヤもしくは応急パンク修理キット） 

(3) 架装部 

①塵埃車        回転式、ダンプ式 

②容量         5.0㎥以上 

③その他        連続詰め込み機能付き 

              PTOスイッチの増設（運転席側） 

              収納（ほうき立て、ちり取り） 

(4) 車体デザイン 

  ①ドア両側面、架装部両側面、テールゲートにデザインラッピングを施工すること。 

②デザイン等については、発注者と事前に協議をすること。 

  ③施工箇所は ドア両側面  『 町章 』『 勝浦町 』  

④架装部両側面 『 混ぜればゴミ 分ければ資源 』、『 （イラスト） 』 

  ⑤テールゲート 『 町章 』『 勝浦町 』 

※協議の結果、変更する場合がある。 

(5) その他 

①製作工程表、その他指示による書類が出来次第、担当者と協議すること。 

②構造・車検に掛かる申請車検完了後、及び架装に掛かる検査を実施後、納品すること。 

③検査時には、仕様書の記載事項が確認できる書類、その他指示による書類を提出すること。 

④納車後、職員への取扱説明会を実施すること。 

⑤取扱説明書を 2部備え付けること。 

⑥即時使用可能な状態で納車すること。 


